
 

 

防 府 市 幸 せ ま す ス テ ー シ ョ ン 登 録 認 定 要 綱  

平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 制 定   

（ 目 的 ）   

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、防 府 市 幸 せ ま す ス テ ー シ ョ ン（ 以 下 、「 ス

テ ー シ ョ ン 」 と い う 。 ） を 登 録 認 定 す る こ と に 関 し 必 要 な 事

項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 ス テ ー シ ョ ン と は 、 地 域 住 民 や来

訪 者 が 求 め る 観 光 ・ 地 域 情 報 を 備 え 、 人 と 人 と の 出 会 い と 交

流 を 促 進 す る 施 設 で 、 ま ち づ く り の 回 遊 拠 点 と し て の 機 能 を

有 す る も の と す る 。  

（ 認 定 基 準 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ も 満 た す と 認 め る と き は、

ス テ ー シ ョ ン と し て 認 定 す る も の と す る 。  

(１ ) 誰 で も ト イ レ が 利 用 で き 、 無 料 で 休 憩 で き る こ と 。  

(２ ) 「 ま ち の 案 内 人 」 が 、 観 光 ・ 地 域 情 報 に つ い て 丁 寧 に

教 え ら れ る こ と 。  

(３ ) 地 域 の 人 と 来 訪 者 の 、 出 会 い と 交 流 の サ ポ ー ト を す る

こ と 。  

(４ ) ス テ ー シ ョ ン 間 で 連 携 し て 、 お も て な し の 地 域 づ く り

を 目 指 す こ と 。  

（ 登 録 申 請 ）  

第 ４ 条  ス テ ー シ ョ ン の 認 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 登 録 申請

書 （ 第 １ 号 様 式 ） を 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 登 録 認 定 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審査

し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 ス テ ー シ ョ ン と し て 登 録 し 、 申 請

者 に そ の 旨 を 通 知 し 、 認 定 証 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 交 付 す る 。  

２  前 項 の 審 査 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 基 準 に よ る も の と す る 。  

（ 確 認 調 査 ）  



 

 

第 ６ 条  市 長 は 、 登 録 申 請 者 に 対 し 、 申 請 書 及 び 添 付 書 類 を審

査 す る た め 、 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 又 は 報 告 を 求 め る な ど 、

申 請 の 内 容 の 確 認 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 表 示 ）  

第 ７ 条  ス テ ー シ ョ ン に 登 録 が 認 め ら れ 、 認 定 証 の 交 付 を 受け

た 者 は 、施 設 の 出 入 口 そ の 他 利 用 者 の 目 に つ き や す い 場 所 に 、

配 付 さ れ た ス テ ッ カ ー な ど を 掲 示 す る も の と す る 。  

（ 施 設 の 管 理 ）  

第 ８ 条  登 録 施 設 の 管 理 に つ い て は 、 施 設 の 管 理 者 の 責 任 にお

い て 安 全 性 の 確 保 や 適 正 な 衛 生 管 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ 登 録 の 取 消 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 登 録 施 設 が 法 令 に 違 反 し た と き 、 認 定 要 件を

満 た さ な く な っ た と き 又 は そ の 他 登 録 施 設 と し て 適 当 で な く

な っ た と 認 め る と き は 、 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 登 録 認 定 に つい

て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

 

第 １ 号 様 式  

 

防 府 市 幸 せ ま す ス テ ー シ ョ ン 登 録 申 請 書  

 

  年   月   日  

（ 宛 先 ） 防 府 市 長  

 

住   所  

事 業 所 名  

代 表 者 名  

 

下 記 の 施 設 に つ い て 、 防 府 市 幸 せ ま す ス テ ー シ ョ ン と し て 登
録 を 申 請 し ま す 。  

 

ス テ ー シ ョ ン 名
称  

 

施 設 名   

住 所  〒      防 府 市  

連 絡 先  TEL                      FAX 

E-mail  

URL http:// 

施 設 管 理 者  役 職 名         氏 名  

担 当 者  役 職 名         氏 名  

営 業 時 間  
時   分 ～   時   分  

(    時   分 ～   時   分 ) 

休 日  定 休 日          そ の 他  

ス タ ッ フ  従 業 員   人（ 男 性   人 、女 性   人 ）、パ ー ト  

業 種   

※ ト イ レ 利 用  可 ・ 不 可  ※ 休 憩 所 利 用  可 ・ 不 可  

※ ﾈｯﾄﾜｰｸ参 加  可 ・ 不 可  ※ 案 内 者 設 置  可 ・ 不 可  

※ 情 報 共 用  
ラ ッ ク 等 設 置  

可 ・ 不 可  
※ 幸 せ ま す ｽﾃｰｼｮﾝ  

表 示 設 置  
可 ・ 不 可  

備 考  
 
 

添 付 資 料：別 紙 １ 及 び 施 設 図 面（ 略 図 で も 可 ）を 添 付 す る こ と 。  

※ 印 の 欄 は 、 防 府 市 幸 せ ま す ス テ ー シ ョ ン に 登 録 す る 場 合 、必
須 と な り ま す 。  



 

 

第 １ 号 様 式  別 紙 １  

防 府 市 幸 せ ま す ス テ ー シ ョ ン  登 録 明 細 書  

名 称   

看 板 ・ 表 示 等  

□ 誘 導 ・ 案 内 看 板 の 設 置 (道 路 の 分 岐 点 か ら の 誘 導 )  

□ 施 設 前 看 板 (の れ ん ・ の ぼ り ・ ス テ ッ カ ー )  

□ 地 図 看 板  

案 内 者  □ お も て な し の 心 を 持 っ た 案 内 人 の 設 置  常 時   人  

情 報 提 供  

□ 掲 示 板 、 □ パ ン フ レ ッ ト 等 の 置 き 場 所  

□ パ ソ コ ン 利 用 、 □ WiFi 利 用 、 □ 電 話 利 用 ・ 公 衆 電 話  

□ テ ー マ 情 報 （ 駅 の テ ー マ ）  

□ 歴 史 情 報（ ま ち や 施 設 の 成 り 立 ち 。郷 土 史 、昔 話 な ど ） 

□ 地 図 情 報 （ 周 辺 地 域 や 道 路 案 内 用 の 地 図 ）  

□ お す す め も の 情 報 （ 特 産 品 や オ リ ジ ナ ル 商 品 ）  

□ お す す め ス ポ ッ ト 情 報  

（ 場 所 、 お 店 、 宿 、 絶 景 ス ポ ッ ト な ど ）  

□ イ ベ ン ト 情 報 （ ま ち や 施 設 の 行 事 、 祭 な ど ）  

□ 子 ど も 情 報 （ 体 験 ＆ 学 べ る な ど ）  

□ ひ と 情 報 （ ま ち や 施 設 の 名 人 な ど ）  

□ こ こ だ け 情 報 （ そ の ス テ ー シ ョ ン オ リ ジ ナ ル の 情 報 ）  

□ つ な が り 情 報 （ 周 辺 地 域 や ス テ ー シ ョ ン 仲 間 の 情 報 ）  

交 流 事 業  
□ 地 域 の 人 と 来 訪 者 が 出 会 ･交 流 す る イ ベ ン ト 、工 夫 な ど
（                        ）  

幸 せ ま す ブ ラ ン
ド の ア ピ ー ル  

□ ス テ ッ カ ー 等 の 設 置 、 □ 商 品 の 販 売 、  

□ ロ ゴ マ ー ク 入 の 服 の 着 用  

□ そ の 他（                     ） 

駐 車 場  大 型 専 用   台 、 普 通 車 専 用   台 、 身 障 者 専 用   台  

ト イ レ 利 用  

（ 無 料 ）  

利 用 時 間 （ 営 業 時 間 ・ 制 限 な し ）  

男 性  小 便 器   基 、 大 便 器  和 式   基 、 洋 式   基  

女 性  和 式   基 、 洋 式   基 、  

男 女 兼 用  和 式   基 、 洋 式   基 、  

身 障 者 用   基 、 オ ス ト メ イ ト （ 有 ・ 無 ）  

お む つ 交 換 台 （ 有 ・ 無 ）、 ベ ビ ー シ ー ト （ 有 ・ 無 ）  

休 憩 所 利 用  

（ 無 料 ）  

利 用 時 間 （ 営 業 時 間 ・ 制 限 な し ）  

屋 内 設 備  机   台 、 椅 子   台  

屋 外 設 備  机   台 、 椅 子   台 、 ベ ン チ   台  

そ の 他 （                   ）  

店 舗 の ア ピ ー ル  

 

 

 

備 考   

※  □ は 必 須 項 目  



 

 

認定証 
幸せますステーション   

 殿 
 

防府市が推進する「幸せます」

観光まちづくりを共創する主

体として貴店舗を「幸せますス

テーション」に認定します  
№   

 

   年  月  日  

防府市長   
 



 

 

審 査 基 準  

 

区 分  項 目  審 査 基 準  

基 本 的 事 項  
ス テ ー シ ョ

ン 名 称  

ス テ ー シ ョ ン 名 称 が 記 載 し て あ る こ

と 。  

基 本 的 事 項  看 板・案 内 等  

幸 せ ま す ス テ ー シ ョ ン の 証 と な る ス

テ ッ カ ー 及 び タ ペ ス ト リ ー の 設 置 が

で き る こ と 。  

※ ス テ ッ カ ー の 設 置 は 必 須  

第 ３ 条 第 １ 項 １

号 関 係 （ 休 憩 ）  
ト イ レ  

誰 で も ト イ レ が 無 料 で 利 用 で き る こ

と 。  

第 ３ 条 第 １ 項 １

号 関 係 （ 休 憩 ）  
休 憩 所  

誰 で も 無 料 で 休 憩 で き る ス ペ ー ス が

あ る こ と 。  

第 ３ 条 第 １ 項 ２

号 関 係 （ 案 内 ）  
案 内 者  常 時 １ 名 以 上 の 案 内 者 が い る こ と 。  

第 ３ 条 第 １ 項 ２

号 関 係 （ 案 内 ）  
情 報 提 供  

観 光 情 報 、 地 域 情 報 、 施 設 情 報 な ど

を 発 信 で き る 掲 示 板 や 、 パ ン フ レ ッ

ト 置 場 が あ り 、 来 訪 者 へ の 情 報 提 供

に 配 慮 し て い る こ と 。  

※ 店 舗 等 の 特 徴 照 会 、 地 図 情 報 の 提

供 、 こ こ だ け 情 報 の 提 供 は 必 須  

第 ３ 条 第 １ 項 ３

号 関 係 （ 交 流 ）  
交 流 事 業  

地 域 の 人 と 来 訪 者 が 出 会 い 、 交 流 で

き る イ ベ ン ト を 実 施 し て い る 、 ま た

は 実 施 で き る こ と 。  

第 ３ 条 第 １ 項 ４

号 関 係 （ 連 携 ）  

ス テ ー シ ョ

ン 間 の 連 携  

ス テ ー シ ョ ン 間 に よ る 連 携 イ ベ ン ト

等 の 実 施 が 可 能 で あ る こ と 。  

 


